
1 

 

河原青少年センター現況調査及び改修計画策定業務特記仕様書 

 

Ⅰ．業務の概要 

 

１ 業 務 名  河原青少年センター現況調査及び改修計画策定業務 

 

２ 業務場所  宇治市木幡河原５番地の５ 

 

３ 業務目的 

   河原青少年センターは、１９８７年に建設された青少年センターであり、築後３９年が

経過している施設である。 

   本業務は、築３９年を経過し大規模改修時期を迎え、また今後の長寿命化を図っていく

必要がある本施設の現状調査等を実施し、データ整理、診断・所見等を整理した上で、保

全項目の抽出及び改修費の算出を行い、改修計画を策定することを目的とする。 

 

４ 委託期間 

   契約締結日から令和８年１２月２５日まで 

   なお、発注者及び施設管理者との調整も含めて、適宜経過の報告を行うものとする。 

 

５ 業務の実施 

ア 受注者は、業務の実施に当たり、本特記仕様書及び「公共建築設計業務委託共通仕

様書（令和６年改定）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づくと共に、

関係法令を遵守する。 

イ 受注者は、業務の実施に当たり、発注者と協議を行い、その意図や目的を充分に理

解した上で適切な人員配置のもとで業務を進める。 

ウ 受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行う。 

エ 受注者は、一級建築士を総括責任者（管理技術者）として選任し、その者の下で実

施する。また、総括責任者については、事前に書面により届出を行い、調査職員の

承諾を得る。 

オ 受注者は、本業務の一部を再委託する場合は、事前に『業務委託承諾願』を提出

し、調査職員の承諾を得る。 

カ 受注者は、業務中に知り得た内容等について、第三者にその情報を漏らしてはなら

ない。 

キ 業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と受注者双方で協議を行

う。 
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６ 業務計画書の提出 

   ア 受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出すると共

に、承諾を得る。 

   イ 業務計画書には、次の事項を記載する。 

    1) 業務着手届 

2) 検討する業務内容 

    3) 業務を実施する上での方針 

    4) 業務の詳細な工程表（業務フローチャート） 

    5) 業務実施における組織体制、連絡体制 

    6) 管理技術者、担当技術者一覧表及び経歴書 

    7) 協力者がある場合は、協力者の概要、担当技術者一覧表及び経歴書 

    8) 発注者との打合せ計画表（案） 

    9) 成果品の内容、部数 

    10) その他発注者が必要とする事項 

     なお、記載事項に追加又は変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出

し、承諾を得る。 

 

７ 打合せ及び議事録 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者と発注者は定期的に打合せを行い、業務方

針の確認、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、受注者がその都度書面に

記録し、発注者の確認を得る。 

 

８ 引渡前における成果品の使用 

   業務委託期間途中においても、受注者がこれに承諾した場合は、発注者は成果品の全部

又は一部を使用することが出来るものとする。 

 

９ 検査 

   ア 受注者は、業務が完了したときは、業務完了通知書により発注者に通知すると共

に、成果品を提出し、発注者の検査を受ける。 

   イ 業務完了期限前であっても、発注者がその時点における成果品の提出期限を指定し

た場合には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、検査を受

ける。 

 

１０ 適用基準等 

   適用基準等は次による。（最新版） 

   特記無き場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

   併せて、宇治市公共施設等総合管理計画に基づくものとする。 

   ア 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 
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   イ 官庁施設の環境保全性基準 

   ウ 建築設計基準 

   エ 建築構造設計基準 

   オ 構内舗装・排水設計基準 

   カ 建築設備計画基準 

   キ 建築設備設計基準 

   ク 建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築センター） 

   ケ 建築物のライフサイクルコスト（（一財）建築保全センター） 

   コ 建築設備の維持保全と劣化診断（同上） 

   サ 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（同上） 

   シ 建築・設備維持保全計画の作り方（（公社）ロングライフビル推進協会） 

   ス 建築物のライフサイクルコスト評価用データ集（同上） 

   セ 新・ＬＣ設計の考え方（同上） 

   ソ 建築のライフサイクルと維持保全（同上） 

   タ 特殊建築物等定期点検業務基準（（一財）日本建築防災協会） 

   チ 剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針 

（国土交通省） 

   ツ タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル 

（ＢＥＬＣＡ診断委員会仕上小委員会編） 

 

１１ 資料の貸与及び返却 

   ア 業務を進めるに当たっては、発注者から次のものを貸与する。 

    1) 設計図書（竣工原図等）                    一式 

    2) 確認申請書等 許認可関係図書                  一式 

    3) 建築基準法第１２条に基づく点検・調査報告書          一式 

    4) 施設修繕・改修履歴                      一式 

    5) 上記以外、保守点検業務報告書等（Ⅱ．１．エによる。）      一式 

   イ 貸与された資料は、紛失、汚損しないよう取り扱うものとし、これを貸与し、又は

複製してはならない。 

   ウ 貸与された資料は、業務終了後に、速やかに発注者へ返却する。 

   エ 発注者が貸与する以外の業務に必要な資料は、受注者がその収集、整理等を行うも

のとし、発注者は業務の遂行に協力する。 

 

１２ 使用言語等 

本業務に使用する言語は、日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法（平

成４年法律第５１号）に定めるものとする。 
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Ⅱ．業務の内容 

 

 １ 現況調査業務 

  ア 調査実施計画書の提出 

受注者は、本調査を実施するに当たり、調査対象（躯体、意匠、設備）毎に調査箇

所、調査方法、調査の工程、調査作業の制約条件、調査作業に関する取り決め事項等を

盛り込んだ調査実施計画書を提出し、調査職員及び施設管理者の承諾を受ける。 

 

イ 基本情報調査 

以下の項目について情報を調査し、これらの情報をもとに「保全台帳」を作成する。

その際は、当該部位が、建築基準法、建築物衛生法、消防法、電気事業法、高圧ガス保

安法、水道法、大気汚染防止法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の各種法令上のどの要求を受けて設置、運用及び点検整備されるべきものなのかを詳細

に明示する。 

1) 建築調査については、躯体及び内外装等の劣化状況について、階・部位別に種類、

数量、その他詳細等を調査する。 

2) 建築設備調査については、設置階、室名、製造者、製造年、種類、分類、方式、サ

イズ、数量、その他詳細等を調査する。 

また数量の取りまとめについては、同一仕様で複数設置されているものは、各階、

各部屋等で数量をとりまとめる。 

3) 各部位について、資料、現地調査、記録等により調査を行う。結果については、調

査表に整理して提出し、調査職員の確認を受ける。 

4) 対象建築設備 

・空気調和設備（空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン、床置型暖房機、換気扇

等） 

    ・給排水衛生設備（給排水管、水栓類等） 

    ・給湯設備（給湯機等） 

    ・電気設備（電灯・動力引込盤、警報盤等） 

    ・防災設備（自火報、誘導灯等） 

・放送設備 

    ・情報設備（インターホン、ＴＶ、電話端子盤等） 

    ・その他施設の維持管理に必要な事項 

   5) 施設状況の調査 

     施設状況の調査は、以下に基づいて行う。 

・建築基準法第１２条に基づく点検・調査報告書のほか、貸与資料（Ⅱ．１．エ）の

内容確認。 

    ・施設修繕・改修履歴の確認 

    ・現地調査（竣工図面と現況との照合） 



5 

 

ウ 事前協議（施設管理者とのヒアリング） 

日常、施設の維持管理に従事している職員及び各委託業者からヒアリングを行い、設

備機器の状況を把握する。ヒアリングの内容については以下のとおりとする。 

   ・保守・管理状況 

   ・各機器・配管等の故障、改修履歴 

   ・各機器の運転時間 

   ・現況及び過去の問題点 

   ・法定点検及び検査記録等の閲覧 

   ・各種図面の保管状況及び閲覧 

 

エ 保守点検業務報告書等（貸与資料） 

   1) 設備運転監視及び日常点検・保守業務 

   2) 冷暖房設備保守点検業務 

   3) 防災設備保守点検業務 

 

オ 外壁劣化調査 

   1) 「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」（国土交通

省）による診断レベルⅠの外観目視による壁面全体のひび、浮き等の調査＋部分打診

法による。 

 

※ただし本調査については、過去１０年以内に実施した建築基準法第１２条に基づく

点検・調査報告書（外壁タイル等の浮き調査（赤外線調査））の結果を参照する。 

 

2) 下記に示す調査方法で示されている以外の事項は、「タイル外壁及びモルタル塗り外

壁定期的診断マニュアル(改訂第３版)」による。 

① 予備調査（図面及び現地による） 

・建物の名称・所在地・用途 

・建物の竣工年月 

・建物の概要（規模・構造） 

・建物の配置図、立面図 

・建物の被災及び補修履歴 

・建物の外装仕上げの状況 

・立地、環境条件(日射状況の確認) 

② 外観目視調査 

・対象壁面のひび割れやエフロレッセンス等の情報（場所・大きさ等）を、目視に

て調査し立面図に記録する。 

・建物高層部等の遠距離部は、双眼鏡を用いて調査する。 

・代表的な損傷はデジタルカメラにて記録する。 
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③ 部分打診法 

・管理技術者は、外壁の手の届く範囲をテストハンマーにより打診検査を行い、浮

き部分について立面図に記録する。 

・モルタルの剥離の可能性が大きいと思われる下記の部分については、手の届く範

囲で適宜確認する。 

パラペット上端・・・・全長 

（開口部周辺）、（笠木・窓台等の他の材質に接している部分）、（出隅部分）、

（庇・窓台部分）、（コンクリート打継部・エキスパンションジョイント部周辺） 

 等・・・・各階各該当部位数の概ね１／２ 

 

カ 建築意匠等劣化調査 

  建物内の各室、廊下、共用部分毎に、劣化状況を目視調査し、耐用年数等を推定す

る。 

 

キ 屋上防水（屋根仕上げ材）劣化調査 

    屋上防水（屋根仕上げ材）の劣化状況を目視調査し、耐用年数等を推定する。 

   

ク 建築設備劣化調査 

1) 調査方法の適用は、『建築設備の維持保全と劣化診断』（建設大臣官房技術調査

室・建設大臣官房官庁営繕部監督課保全指導室監修）による二次劣化診断及び三次劣

化診断とする。 

2) 機器劣化調査 

劣化度診断は、当該設備機器の初期性能の回復若しくは長寿命化を目的とするの

で、物理的劣化を対象とする。従って、診断の中身は外観からの視覚・聴覚・臭覚・

触覚等による「感応判定」と、初期性能を維持しているかどうかの「性能判定」が主

となる。 

・各機器の設置年、仕様、定格 

・変形、損傷、腐食及び設置状況の観察、記録 

・数量の調査 

・運転状況の観察、触診 

・環境機能調査 

（各設備システムと建物の使用形態との整合性や、保守管理面からのメンテナンス

の難易度調査） 

3) 表面温度測定 

直接触れることはできないが表面温度が劣化判定の重要な基準となる機器（分電盤

電線接続端子部分、電動機等）について、直近の保守点検・調査報告書を基に劣化度

を推定する。 

 



7 

 

   4) 配管劣化調査 

配管劣化調査は材種や口径に応じて、非破壊検査（超音波肉厚調査、内視鏡調査

等）を行い、その結果から配管の劣化状況、耐用年数等を推定する。 

なお、調査は代表点３箇所（超音波肉厚調査；１か所、内視鏡調査；２か所）程度

とするが、具体的な非破壊検査の方法、場所、箇所数は事前に調査職員の承認を得

る。 

① 白ガス管（銅管、鋳鉄管を含む） 
超音波肉厚調査等は、配管内部の浸食率や最大浸食度、残存余命を把握すること

を目的とし、必要に応じて残存肉厚についても実測を行う。 

    ② ライニング管 

ライニング管の場合は管端ねじ部の腐食が問題となるため、継手部を主体とした

目視検査を行うほか、配管内部の状態（腐食状況や詰まりなど）を把握することを

目的とする。 

    ③ 塩化ビニル管等 

      塩化ビニル管等の場合は、配管内部の状態（継手部の状況や詰まりなど）を把握

することを目的とする。 

5) 空気調和設備劣化調査 

    ① 空調ダクト内部検査 

      ダクト内部の粉じん堆積状態や劣化検査をダクト点検口や吹き出し口からの目視

調査や冷暖房設備保守点検業務報告書により、ダクト内の汚れ具合や劣化度を推定

する。 

② 換気設備風量測定 

換気設備の内で、特に給湯室及びトイレの換気設備の性能劣化度を測定し、劣化

状態を推定する。 

    ③ 冷温水配管等 

      各種弁、混合ヘッダーの劣化状況、推定耐用年数等を推定する。 

④ 空冷式ヒートポンプエアコン 

      年次保守点検報告書等により、劣化状況、耐用年数等を推定する。 

    ⑤ 吹き出し口 

      目視等により現状（閉塞・劣化状況）を把握する。 

   6) 電気設備劣化調査 

    ① 分電盤（幹線、動力、電灯）、トランス及びコンセントの劣化状況、耐用年数等

を推定する。 

    ② 照明 

      照度測定のほか照明器具、壁面スイッチ及び天井内のリレー、マグネットスイッチ

等の劣化状況、耐用年数等を推定する。 

③ 弱電設備 

放送機器、ＴＶ、監視カメラ等の劣化状況、耐用年数等を推定する。 
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   7) ガス設備劣化調査 

      年次保守点検報告書等により、劣化状況、耐用年数等を推定する。 

   8) 給排水・衛生設備劣化調査 

      目視等により劣化状況を把握する。 

    9) 防犯設備劣化調査 

     機械警備、防犯カメラ、緊急通報の劣化状況、耐用年数等を推定する。 

   10) 音響設備劣化調査 

     音響設備の劣化状況、耐用年数等を推定する。 

   12) 自火報設備劣化調査 

     自火報設備の劣化状況、耐用年数等を推定する。 

     

  ケ アスベスト調査 

外壁（内壁）仕上塗材及び既設配管の保温材やパッキン等について調査を行い、アス

ベスト含有の恐れのある仕上塗材、保温材、パッキン等の使用の有無について、報告書

を作成し提出する。 

 

コ 構造耐力調査 

調査方法として材料試験（コンクリート圧縮強度、中性化深さ、鉄筋かぶり厚さ、鉄

筋腐食状況）、目視調査（屋上、外壁の漏水状況）を行う。 

材料試験箇所は４箇所とする。 

 

サ 評価 

    項目毎に調査した結果を検討し、下記基準による５段階のランク評価を行う。 

     Ａ 今後１０年は改修の必要がない。 

     Ｂ ６～９年以内に改修が必要 

     Ｃ ３～５年以内に改修が必要 

     Ｄ １～２年以内に改修が必要 

     Ｅ 危険状態であり緊急に改修が必要 

    評価に当たっては、まずは各項目における状態評価を行う。【１次評価】    

次に、１次評価により設備の交換を必要とする場合、交換による初期性能回復率及び

交換後の使用可能想定期間（単に標準耐用年数を用いるのではなく、個々の劣化具合か

ら負荷を想定する。）を予測し、併せて更新費用を標準化の観点から加味して評価する。 

【２次評価】 

    また、標準以外（Ｂ～Ｅ）にランクされる項目については、 

     1) 現状の劣化状態と原因分析 

     2) 環境への影響度等の観点 

    に重点を置いて評価を行う。 

特にＥランク部位は、支障が発生した場合、施設の機能に重大な影響を及ぼすことが



9 

 

想定されるため、その「影響度（理由）」について記述する。 

 

シ その他 

    各種検査診断実施にあたっては、調査前と調査後の写真を撮影する。 

 

 ２ 改修計画策定業務 

現況調査結果をもとに、改修項目の提言を行い、改修・更新費用等の算出、費用面、効率

面の観点から改修計画案の提案を行う。 

なお、建築設備更新の改修内容の立案にあたっては、改修手法についての比較検討（イニ

シャル、ランニングコスト共）を行う。 

その他必要事項については、調査職員と打合せを行う。 

 

 ３ 施設概要 

  建 築 年 １９８７．９ 

建物用途、規模 青少年センター 

        構  造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

        敷地面積  ６８７．３６㎡ 

建築面積  ３５２．４９㎡ 

延床面積  ５４３．１８㎡ 

 

 外 壁 仕 上 等 外壁：コンクリート打放し仕上げ、エポキシ系吹付タイル 

         屋根：カラーベスト葺、一部シート防水 

 

 ４ 建築設備概要 空気調和設備 空気調和設備 

                   換気設備 

           給排水衛生設備 衛生設備 

                   給水設備 

                   ガス設備 

                   排水設備 

                   雨水設備 

                   消火設備 

           電 気 設 備 幹線・動力設備 

                   電灯・コンセント設備 

                   弱電設備 

                   防災設備 
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Ⅲ．成果品等 

 

 １ 現況調査・改修計画報告書 

   （原則Ａ４縦型ファイル綴じ（左綴じ）、カラー刷 各５部）、調査・計画年度を明記する。 

 ２ 業務報告書［打合記録、契約書に基づく提出書類等］ 

（原則Ａ４縦型ファイル綴じ（左綴じ）、１部） 

 ３ 電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ等メディアによる。） ２部 

データ形式はＰＤＦ及びオリジナルデータ（ワード、エクセル、パワーポイント、ＪＷ－

ＣＡＤ等） 

  その他成果品の詳細については、調査職員と協議する。 

  また現況調査の結果及び改修等に必要な概算事業費を令和８年９月７日迄に、改修計画（案）

を令和８年９月２５日迄に中間報告として提出する。 

  最終成果品については令和８年１１月３０日迄に整理のうえ提出し、調査職員のチェック

を受け修正を行った後、委託期間内に提出する。 

なお、提出された電子情報等の著作権は、発注者に譲渡する。 

 

 

Ⅳ．その他 

 

１ 本仕様書に定めのない事項並びに仕様書に疑義が生じた場合は発注者と受注者双方で協

議を行う。 


